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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）～（５０） （略） （１）～（５０） （略） 

（削る） 

 

 

 

（５１）～（７５）の１２ （略） 

（５０）の２ 上場会社監査事務所 日本公認

会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に

基づき上場会社監査事務所名簿に登録されて

いる監査事務所をいう。 

（５１）～（７５）の１２ （略） 

（７５）の１３ 登録上場会社等監査人 公認

会計士法第３４条の３４の８第１項に規定す

る登録上場会社等監査人をいう。 

（新設） 

（７５）の１４ （略） （７５）の１３ （略） 

（７５）の１５ （略） 

（７６）～（９６） （略） 

（７５）の１４ （略） 

（７６）～（９６） （略） 

  

（内国会社の形式要件） （内国会社の形式要件） 

第２０５条 内国株券に係る第２０７条に定める

スタンダード市場の上場審査は、次の各号に適

合するものを対象として行うものとする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

第２０５条 内国株券に係る第２０７条に定める

スタンダード市場の上場審査は、次の各号に適

合するものを対象として行うものとする。この

場合における当該各号の取扱いは施行規則で定

める。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 登録上場会社等監査人による監査 

最近２年間に終了する各事業年度及び各連

結会計年度の財務諸表等並びに最近１年間に

終了する事業年度における四半期会計期間及

び連結会計年度における四半期連結会計期間

の四半期財務諸表等について、登録上場会社

等監査人（日本公認会計士協会の品質管理レ

ビューを受けた者に限る。）（当取引所が適

当でないと認める者を除く。）による法第１

９３条の２の規定に準ずる監査又は四半期レ

ビューを受けていること。 

（７） 上場会社監査事務所による監査 

最近２年間に終了する各事業年度及び各連

結会計年度の財務諸表等並びに最近１年間に

終了する事業年度における四半期会計期間及

び連結会計年度における四半期連結会計期間

の四半期財務諸表等について、上場会社監査

事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査

事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に

登録されている監査事務所（日本公認会計士

協会の品質管理レビューを受けた者に限

る。）を含む。）（当取引所が適当でないと

認める者を除く。）の法第１９３条の２の規

定に準ずる監査又は四半期レビューを受けて

いること。 

（８）～（１３） （略） （８）～（１３） （略） 

  

第２１７条 内国株券に係る第２１９条に定める

グロース市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる

第２１７条 内国株券に係る第２１９条に定める

グロース市場の上場審査は、次の各号に適合す

るもの（第２０５条第１０号ａ及びｃに掲げる
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内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに

適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

内国株券の新規上場申請が同時に行われた場合

における、当該ｃに掲げる内国株券の上場審査

については、第１号並びに第２号ａ及びｂに代

えて第２０５条第１号並びに第２号ａ及びｂに

適合するもの）を対象として行うものとする。

この場合における当該各号の取扱いは施行規則

で定める。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 登録上場会社等監査人による監査 

前条第２項に定める「新規上場申請のため

の有価証券報告書」に記載及び添付される財

務諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸

表等について、登録上場会社等監査人（日本

公認会計士協会の品質管理レビューを受けた

者に限る。）（当取引所が適当でないと認め

る者を除く。）による法第１９３条の２の規

定に準ずる監査、中間監査又は四半期レビュ

ーを受けていること。 

（６） 上場会社監査事務所による監査 

前条第２項に定める「新規上場申請のため

の有価証券報告書」に記載及び添付される財

務諸表等、中間財務諸表等及び四半期財務諸

表等について、上場会社監査事務所（日本公

認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度

に基づき準登録事務所名簿に登録されている

監査事務所（日本公認会計士協会の品質管理

レビューを受けた者に限る。）を含む。）

（当取引所が適当でないと認める者を除

く。）の法第１９３条の２の規定に準ずる監

査、中間監査又は四半期レビューを受けてい

ること。 

（７） （略） （７） （略） 

  

 

（削る） 

（上場会社監査事務所等による監査） 

第４４１条の３ 上場内国会社は、上場会社監査

事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査事

務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録

されている監査事務所を含む。）の監査を受け

るものとする。 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和５年４月１日から施行す

る。 

 

  

 


